
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

【

公

告

】

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

文

化

財

保

護

条

例

に

基

づ

く

岡

山

県

指

教

育

委

員

会

定

重

要

無

形

文

化

財

の

指

定

及

び

保

持

者

の

認

定

の

解

除

岡

山

県

公

報

平成３０年６月１９日 第１２０００号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
三
十
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

倉
敷
市
鳥
羽
字
金
才
一
二
四
九
の
九
、
一
二
五
〇
の
一
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅
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〔
三
〇
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
三
十
年
六
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
下
林
字
中
林
二
六
九

四
、
二
六
九

五

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
真
壁
七
八
三

一
サ
ン
ル
ー
ム
秋
桜
二
〇
三
号

－

大
岡

宏
明

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
八
号
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

岡
山
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に

よ
り
、
岡
山
県
指
定
重
要
無
形
文
化
財
の
指
定
及
び
保
持
者
の
認
定
を
次
の
と
お
り
解
除
し
た
。

平
成
三
十
年
六
月
十
九
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

指

定

番

号

無
第
三
二
号

二

指

定

年

月

日

平
成
七
年
四
月
七
日

三

種

別

重
要
無
形
文
化
財
（
工
芸
技
術
）

四

名

称

金
工
（
刀
身
彫
刻
）

五

保
持
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
生
年
月
日

岡
山
市
北
区
平
和
町

柳
村

重
信
（
号

仙
寿
）

昭
和
二
十
年
三
月
十
二
日
生

六

解
除
年
月
日
及
び
理
由

平
成
三
十
年
四
月
二
十
八
日

保
持
者
死
亡
の
た
め
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